
職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成23年３月11日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第３号

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（特別休暇） （特別休暇）

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める 第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２ 場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に 項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 掲げる期間とする。

略 略

(15) 夏季における盆等の諸行事、 一の年の７月 (15) 夏季における盆等の諸行事、 一の年の７月

心身の健康の維持及び増進又は家 から９月まで 心身の健康の維持及び増進又は家 から９月まで

庭生活の充実のため勤務しないこ の期間内にお 庭生活の充実のため勤務しないこ の期間内にお

とが相当であると認められる場合 ける、週休 とが相当であると認められる場合 ける、週休

日、条例第10 日、条例第10

条の２第１項 条の２第１項

の規定により の規定により

割り振られた 割り振られた

勤務時間の全 勤務時間の全

部について時 部について時

間外勤務代休 間外勤務代休

時間が指定さ 時間が指定さ

れた勤務日 れた勤務日

等、休日及び 等、休日及び

代休日を除い 代休日を除い

て原則として て原則として

連続する５日 連続する４日

の範囲内の期 の範囲内の期

間 間

略 略



（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第２条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（特別休暇） （特別休暇）

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める 第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２ 場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に 項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 掲げる期間とする。

略 略

(15) 夏季における盆等の諸行事、 一の年の７月 (15) 夏季における盆等の諸行事、 一の年の７月

心身の健康の維持及び増進又は家 から９月まで 心身の健康の維持及び増進又は家 から９月まで

庭生活の充実のため勤務しないこ の期間内にお 庭生活の充実のため勤務しないこ の期間内にお

とが相当であると認められる場合 ける、週休 とが相当であると認められる場合 ける、週休

日、条例第８ 日、条例第８

条の２第１項 条の２第１項

の規定により の規定により

割り振られた 割り振られた

勤務時間の全 勤務時間の全

部について時 部について時

間外勤務代休 間外勤務代休

時間が指定さ 時間が指定さ

れた勤務日 れた勤務日

等、休日及び 等、休日及び

代休日を除い 代休日を除い

て原則として て原則として

連続する５日 連続する４日

の範囲内の期 の範囲内の期

間 間

略 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




